
1 

 

重要事項説明書    令和７年４月現在 

 

 

 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

                   電話番号：０４２－７６８－０５３４ 

                   担当者 ： 管理者  新井田 佳奈子 

                  ※ご不明な点は何なりとお尋ね下さい 

 

１ 事業者の概要 

（１） 設置主体の概要 

事業者名称 社会福祉法人さがみ愛育会 

所在地 〒２５２－０２０６ 

相模原市中央区淵野辺１－１６－５ 

電話番号 ０４２－７６８－０５３４ 

代表者 理事長 小林 祐子 

設立年月日 昭和２３年６月 

 

（２） 事業所概要 

事業所名称 社会福祉法人さがみ愛育会悠々デイサービスセンター 

所在地 〒２５２－０２０６ 

相模原市中央区淵野辺１－１６－５ 

設立年月日 平成７年５月 

事業所番号 １４７２６００１５２ 

電話番号 ０４２－７６８－０５３４ 

サービス提供地域 相模原市中央区淵野辺、淵野辺本町、矢部、矢部新町、上矢部、

共和、鹿沼台、東淵野辺、由野台 

単位数ならびに定員 １単位 ２５名 

（通所サービス、第１号通所事業サービスを一体的に行ってい

ます。） 

営業日 

営業時間 

月曜日～土曜日、祝祭日も営業（但し、12 月 29 日～1 月 3 日は休業） 

午前 8 時～午後 17 時 30 分 サービス提供時間 9 時 15 分～16 時 20 分 

管理者 新井田 佳奈子 

 ※事業所の休業について、12 月 29 日から、1 月 3 日は休業となります。また、災害や

台風、降雪により介護、送迎が困難と判断した場合、予告なく休業とさせて頂きます。 

その場合、電話連絡により、中止を通達します。 



2 

 

２ 職員体制（兼務含む） 

職員 常勤 非常勤 合計 

管理者 １名 ０名 １名 

生活相談員 1 名 0 名 1 名 

看護師 ０名 ３名 ３名 

介護職員 5 名 0 名 5 名 

 

３ 事業所の設備 

食堂 １室 浴室 １室 

機能回復訓練室 １室 相談室 １室 

静養室 １室 事務室 １室 

 

４ 事業の目的 

  社会福祉法人さがみ愛育会が設置する「悠々デイサービスセンター」（以下は事業者 

 という。）において実施する、指定通所介護事業（以下は事業という。）の適正な運営を 

 確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看 

 護職員、介護職員、機能訓練指導員（以下は従事者という。）が、要介護状態の利用者 

 に対し、適切に通所介護サービスを提供することを目的とします。 

 

５ 運営の方針 

（１） 通所サービスの提供にあたって、要介護状態の利用者に、可能な限り居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な支

援を行います。また、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、その家

族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、日常生活上の世話及び機能訓練等

の介護、その他必要な援助を行います。利用者の要介護（要支援）状態及び機能

訓練等の介護、その他必要な援助を行います。利用者の要介護（要支援）状態及

び事業対象者の悪化防止及び軽減、その予防に資するよう、目標を設定して、計

画的に実施するものとします。 

（２） 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

めるものとします。 

（３） 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域

包括支援センター、その他居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する事業者との連携に努めます。 

（４） 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して、適切な

指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報を提供します。 

（５） 第５項の他に、「相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す



3 

 

る基準を定める条例」、「相模原市介護予防・日常生活支援総合事業における通所

介護相当サービス事業等に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」

に定める内容を遵守し、事業を実施します。 

 

６ 職員の職種及び職務内容 

（１） 管理者は、事務所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

法令等において、規定された指定通所介護の実施に関し、従業者に対し遵守

すべき事項についての指導を行う。 

（２） 生活相談員は、利用申し込みに係る調整、通所介護計画書の作成、相談業務。

その他必要な業務 

（３） 看護師は、日常生活上の健康管理、相談、心身機能の低下防止及び維持回復

を図るための訓練の実施、口腔機能向上を目的として、口腔内清掃の指導・

訓練、個別機能訓練計画書作成、その他必要な業務 

（４） 介護職員は、日常生活上の介護、その他必要な業務 

 

７ サービス内容 

   通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練その他必要な介護等 

  を行います。 

（１） ＜送迎＞…身体状況の合った車輛に配慮し、安全に送迎を行います。朝は８

時２０分～９時１０分頃までにお迎えし、帰りは１７時１５分頃までにお送

りする予定ですが、当日の利用人数、天候、交通事情等により変更になりま

す。 

（２） ＜食事＞…食事は外部に発注を行っていますが、可能な限り身体状況に配慮

し、その状況に応じた食事形態で提供します。 

（３） ＜入浴＞…身体状況に配慮し、入浴を提供します。体調不良の場合には、入

浴の中止または清拭のみとサービスを変更することがあります。 

（４） ＜介護＞…更衣、排泄、食事等の解除、移動等の必要な介護を提供します。 

（５） ＜機能訓練＞…個別に心身状況を踏まえ、機能訓練を提供します。日常生活

や各種レクレーション等を通して、機能回復またはその減退を防止します。 

（６） ＜生活相談＞…日常生活に関する様々な相談に応じ、必要な援助を行います。 

（７） ＜健康管理＞…看護師により健康チェックを行い、健康相談に応じます。 

 

８ サービス利用料金（別紙：令和３年１０月改定料金表参照） 

（１） 利用料金については、介護保険報酬加算単価を基にして、計算した金額を支

払うものとします。 
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（２） 利用料金の支払い方法 

サービス利用料金の支払いについては、事業者が指定する金融機関の口座か 

ら、利用の翌月末（２７日）に自動的に振替える方法か直接支払う方法より選 

択し、お支払い頂きます。口座振替の場合には、口座振替申込書のご記入をお

願いします。 

 

契約時の利用料 

利用者氏名             様 

要介護度        基本単位数        単位（１日につき） 

実施加算項目 入浴介助加算    40 単位   あり・なし 

       口腔機能向上加算   150 単位   あり・なし 

つきに係る利用料        円（食費込み） 

 

    利用者が１カ月に支払う利用料金の計算方法 

      基本単位数に応じた利用者負担額に実施予定の加算項目（口腔機能向上加算） 

      に応じた利用者負担額とサービス提供体制加算、中重度ケア体制加算、介護職 

      員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定して地域区分を乗じた 

      金額に利用した回数の食事代が１カ月にかかる利用料金になります。ただし、 

      本人様の希望により利用した介護保険給付対象外の費用につきましては上記 

      利用料金の他別途徴収させて頂きます。 

      ※介護報酬告示上の額に対して介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額 

      の支払いをうけるものとする。 

      ※紙オムツ、大絆創膏等その他の介護保険給付対象外の費用については、利用 

      事に別途係ります。 

      ※介護保険制度の改正、介護報酬の改正など諸法令の改正に伴い、利用料金が

変更になった場合は、その基準に準じて利用料金を徴収します。 

 

９ サービス利用にあたっての留意事項 

       利用者は指定通所介護の提供を受ける際には。医師の診断や日常生活上の 

      留意事項、利用当日の健康状態等を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサー

ビスの提供を受けられるように留意します。 

 

１０ 衛生管理 

（１） 事業者は、利用者が使用する施設、食器等の備品または飲料水につい

て、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上、必要な措置を講じます。 



5 

 

（２） 事業所において、感染症の予防を徹底し、発生した際には、まん延を

防げるよう必要な措置を講じるとともに、保健所の助言、指導を求め

るとします。 

 

１１ 感染症対策について 

      事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

（１） 職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底しています。 

（４） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備して

います。 

（５） 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 

１２ ハラスメントの防止対策 

      事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働けられる労働環境が 

      築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

（１） 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上

必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

・身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

・意に沿わない性的言動、好意的態度の欲求等性的ないやがらせ行為 

（２） ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応

し、再発防止会議等により、同時案が発生しないための再発防止策を

検討します。 

（３） 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方についての研修な

どを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場にお

けるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

（４） ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、

相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除当の措置を講じ

ます。 
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１３ 非常災害対策 

    事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、定期    

   的（年２回）な防災訓練を従事者、利用者とともに行い、非常災害に備えます。 

 

１４ 業務継続に向けた取り組み 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講

じます。 

（２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

１５ 事故時の対応及び賠償責任 

（１） サービスの提供中、利用者に対する事故が発生した場合は、市町村、利用者

の家族、利用者に係る居宅支援事業者等に速やかに連絡を行うとともに、必

要な措置を講じ、事故の状況及び事故発生後の対応について記録します。 

（２） 利用者に対するサービスの提供中、自己の責めに帰すべき事由により、利用

者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合、利用者及びその家族に対して、

その損害を賠償します。 

 

１６ 相談・苦情申し立て 

（１） 利用者は事業者に対して。サービス利用に関する、相談・苦情等を申し立て

ることができます。 

相談・苦情の窓口担当 管理者  新井田 佳奈子 

苦情解決責任者 所長   新井田 佳奈子 

電話番号・受付時間 ０４２－７６８－０５３４ 

月～土 8：00～17：30 

（２） 事業者は、利用者からの苦情などに迅速に対応するため、第三者による苦情

を申し立て制度を設置して利用者の苦情などに適切に対応します。 

 『第三者委員』 

   新倉 誠  （社会福祉法人さがみ愛育会監事） 

   武石 宣子 （和泉短期大学教授） 

   手塚 友子 （横浜短期大学教授） 
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（３） 公的機関においても次の機関にて相談・苦情等を申し立てることができます。 

 相模原市福祉基盤課 指定・指導班 電話番号 042-707-7046 

 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護苦情相談係 

                  電話番号 042-329-3447 

（４） 事業者は、利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力

するとともに、指導または助言を受けた場合、当該指導または助言に従い、

必要な改善を行うものとします。 

 

１７ 虐待の防止 

     利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から事業所 

    における虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

（１） 虐待の未然の防止 

（２） 虐待等の早期の発見 

（３） 虐待等への迅速かつ摘世知な対応 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え虐待等が発生した場合はその再

発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置 

② 虐待の防止のための指針の整備 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

     

虐待防止検討委員会責任者  管理者 新井田 佳奈子 

電話番号・受付時間 ０４２－７６８－０５３４ 月～土 8：00～17:30 

 

１８ 個人情報の保護 

（１） 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関す

る法律」及び構成労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努

めます。 

（２） 事業者が知り得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所でのサ

ービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、医療機関や居宅

介護支援事業者等の第三者への情報提供については必要に応じて了解を得る

ものとします。 
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１９ 教育  

    事業所は、介護従事者等の質的向上を図るため研修機会を設け、業務体制を整備し 

   します。 

（１） 採用時研修  採用後３か月 

（２） 継続研修   年３回 

 

２０ 介護人材確保・職場環境改善等事業の取り組みについて 

    事業所は、職場環境改善等に向けて、以下の取り組みを実施します。 

（１） 業務改善活動の体制構築 

（２） 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取り組み 

 

２１ その他運営に関する重要事項 

    この規定に定める事項の外、運営に関する事項は法人と事業所の管理者との協議    

   に基づいて定めるものとします。 

 

  通所介護サービスの契約にあたり、重要事項を説明しました。 

  令和   年   月   日 

          社会福祉法人さがみ愛育会 悠々デイサービスセンター 

          説明者               印 

  上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者がそれぞれ１通ずつ保有

するものとします。 

  契約締結日  令和   年   月   日 

 

     契約者（利用者） 住所                          

                

               氏名               印 

 

     代理人（家族等）  住所                         

 

               氏名               印  続柄     

 

    事業者      ＜所在地＞ 相模原市中央区淵野辺１－１６－５ 

         ＜代表者＞ 社会福祉法人さがみ愛育会 

                       所長   新井田 佳奈子 

         ＜事業者名＞ 社会福祉法人さがみ愛育会 

                       悠々デイサービスセンター 



9 

 

個人情報使用同意書（通所介護） 

 私（利用者及びその家族）の個人情報については、次の記載するところにより必要限度 

の範囲内で使用することに同意します。 

 

１． 使用する目的 

（１） 居宅サービスを円滑に提供するために実施する担当者会議等において必要な

場合 

（２） 体調の急変での緊急時、医療従事者に対して 

 

２，使用する範囲 

   利用者またはその家族に対して、サービス提供または相談援助を担当する従業者及 

  び利用者の担当医並びに関係医療機関 

 

３，使用する機関 

（１） この契約期間は 令和   年   月   日 から利用者の要介護の認定

有効期間満了の日までとします。 

（２） 契約満了の１週間前までに利用者から事業所に対して文書または口頭での契約

終了の申し出がない場合、自動更新されるものとします。 

 

４，使用する条件 

（１） 個人情報の提供は必要最小限度とし、提供にあたっては関係者以外に漏れるこ

とのないようも細心の注意を払うこと 

（２） 個人情報を使用した会議、関係者、内容等の経過を記録しておくこと 

（３）  

    令和   年   月   日 通所介護事業所 悠々 新井田 佳奈子 殿 

 

   上記のとおり個人情報使用について同意致します。 

契約者（利用者）  住所                             

                

               氏名               印 

 

     代理人（家族等）  住所                         

 

               氏名               印  続柄     

以上 


